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規 則

高知県職員被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第 4号

高知県職員被服貸与規則の一部を改正する規則

高知県職員被服貸与規則（昭和45年高知県規則第41号）の一部を次のように改正する。

別表中44の項を45の項とし、43の項を44の項とし、42の項を43の項とし、41の項を42の項とし、

40の項を41の項とし、39の項を40の項とし、38の項を39の項とし、37の項を38の項とし、36の項を

37の項とし、35の項を36の項とし、34の項を35の項とし、33の項を34の項とし、32の項の次に次の

ように加える。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

33 自然共生課に勤務する職員で、自然公園等の管理、工事

の設計、監督若しくは建設検査又は牧野植物園の工事の

設計、監督若しくは建設検査の業務に従事するもの
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告 示

高知県告示第46号

平成28年 5 月高知県告示第280号（鳥獣捕獲等事業の認定）で

告示し、令和 7 年 4 月高知県告示第294号（認定鳥獣捕獲等事業

の有効期間の更新）で有効期間の更新をした認定鳥獣捕獲等事業

者が実施している認定鳥獣捕獲等事業について、鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号。以

下「法」という。）第18条の 7第 1項の変更の認定をしたので、

同条第 2項において準用する法第18条の 5第 2項の規定により次

のとおり告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　認定鳥獣捕獲等事業者の名称

一般社団法人高知県猟友会

2　認定鳥獣捕獲等事業者の住所

高知市上町二丁目 7番 2号

3　認定鳥獣捕獲等事業者の代表者の氏名

高橋　徹

4　変更事項

法第18条の 3第 1項第 3号に掲げる鳥獣捕獲等事業の実施体

制に関する事項（捕獲従事者の追加及び狩猟免許の種類に係る

変更）

5　変更認定年月日

令和 8年 1月 6日

高知県告示第47号

知事を所轄庁とする学校法人及び私立学校振興助成法（昭和50

年法律第61号）附則第 2条第 2項に規定する学校法人以外の私立

の幼稚園の設置者等が、同法第14条第 4項の規定により知事に提

出する計算書類及びその附属明細書に添付しなければならない書

類として、私立学校振興助成法施行規則（令和 6年文部科学省令

第29号。以下「省令」という。）第 2条第 4号に掲げる所轄庁が

定める書類を次のとおり定め、令和 7年度の監査から適用する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

省令第 2条第 3号に掲げる人件費支出内訳表が省令第 5条に定

めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士

（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第16条の 2 第 5 項に規

定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人の監査報告

高知県告示第48号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

吾川郡いの町小川樅ノ木山字西ノ峯3929、3930の 1 から3930

の 3 まで、3931から3934まで、3936、3939から3941まで、

3970、3975、3976、字泉屋式5475から5484まで、5486、5490、

5491

2 　保安林として指定された目的

　　水源の涵
か ん

養

3 　変更後の指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ　間伐その他特別の場合の伐採に係る森林は、次のとおり

とする。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第49号

農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定施業要件を変更す

る予定である旨の通知があったので、森林法（昭和26年法律第

249号）第33条の 3 において読み替えて準用する同法第30条の規

定により告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

吾川郡仁淀川町別枝字稲木畝2767の 3 、2767の 5 、2767の

7 、2768の 1 から2768の 3 まで、2768の 5 、2768の 7 から2768

の21まで、字滝ノ上山2861の 1 から2861の 3 まで、2861の 5 か

ら2861の18まで、字鳥形山2866の 8 から2866の28まで、2866の

31、2866の39、2866の41、2866の43、字日比原2770の 1 、2770

の 2 、2770の23から2770の31まで、2771の 1 から2771の 3 ま

で、2771の 6 、2771の 8 、2771の43、2771の48から2771の52ま

で

2　保安林として指定された目的

　　水源の涵
か ん

養

3 　変更後の指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ　間伐その他特別の場合の伐採に係る森林は、次のとおり

とする。

( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県林業振興

・環境部治山林道課及び仁淀川町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

高知県告示第50号

令和 7年11月農林水産省告示第1672号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を仁淀川町役場に掲示するとと

もに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡佐川町本郷耕2216番地

イ　氏名

片岡　渉

( 2 )ア　登記簿記載の住所

高知市一宮2854番地

イ　氏名

尾崎　敏彦

( 3 )ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村寺村239番地

イ　氏名

片岡　武義

( 4 )ア　登記簿記載の住所

京都市下京区西七条東御前田町50番地　バーチカル中

堂寺10号

イ　氏名

片岡　智準

( 5 )ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村川井46番地

イ　氏名

新土居　貞好

( 6 )ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村大崎46番地

イ　氏名

新土居　貞好

( 7 )ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸29番地

イ　氏名
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尾崎　宗太郎

( 8 )ア　登記簿記載の住所

高知市神田1469番地129

イ　氏名

戸梶　安修

( 9 )ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸323番地

イ　氏名

井上　七起

(10)ア　登記簿記載の住所

高岡郡越知町横畠中1875番地

イ　氏名

井上　勝種

(11)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村峯岩戸282番地

イ　氏名

井上　福徳

(12)ア　登記簿記載の住所

兵庫県姫路市西今宿二丁目 6番 1号

イ　氏名

尾崎　美子

(13)ア　登記簿記載の住所

神奈川県横浜市旭区上白根町795番地

イ　氏名

尾崎　邦英

(14)ア　登記簿記載の住所

高岡郡佐川町西組678番地

イ　氏名

山崎　忠続

(15)ア　登記簿記載の住所

吾川郡仁淀川町寺村1862番地

イ　氏名

尾崎　正利

(16)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸324番地

イ　氏名

尾崎　性一

(17)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸54番地

イ　氏名

尾崎　竹正

(18)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村大崎116番屋敷

イ　氏名

片岡　利秀

(19)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸324番屋敷

イ　氏名

尾崎　友市

(20)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村大崎180番屋敷

イ　氏名

片岡　孝美

(21)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村寺村1325番地

イ　氏名

片岡　真寿猪

(22)ア　登記簿記載の住所

高知市高埇12番地 6

イ　氏名

大原　良介

(23)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸63番地

イ　氏名

大原　孝夫

(24)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村大崎178番屋敷

イ　氏名

片岡　荒次

(25)ア　登記簿記載の住所

香川県高松市出作町491番地 6

イ　氏名

片岡　一浩

(26)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸110番地

イ　氏名

片岡　隆親

(27)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村峯岩戸324番地

イ　氏名

尾崎　茂光

(28)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸110番地

イ　氏名

片岡　宅

(29)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸269番地

イ　氏名

井上　忠雄

(30)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸269番地

イ　氏名

井上　繁弥

(31)ア　登記簿記載の住所

高岡郡越知町越知

イ　氏名

三浦　良吉

(32)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村寺村1287番地

イ　氏名

片岡　亀太郎

(33)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村岩戸243番地

イ　氏名

井上　幸清

(34)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸243番地

イ　氏名

井上　幸清

(35)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村大崎184番地

イ　氏名

尾崎　新太郎

(36)ア　登記簿記載の住所

高知市神田959番地 8

イ　氏名

井上　幸三

(37)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村峯岩戸506番地

イ　氏名

尾崎　保義

(38)ア　登記簿記載の住所

大阪府堺市宿屋町東三丁 3番21号

イ　氏名

馬場　登世

(39)ア　登記簿記載の住所

兵庫県尼崎市稲葉荘一丁目 3番28号

イ　氏名

大原　宗幸

(40)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村峯岩戸282番地

イ　氏名

井上　進

(41)ア　登記簿記載の住所

高知市西奏泉寺104番地
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イ　氏名

片岡　武典

(42)ア　登記簿記載の住所

高岡郡佐川町永野1705番地

イ　氏名

和田　楠一

(43)ア　登記簿記載の住所

京都市下京区西七条東御前田町50

イ　氏名

片岡　智準

(44)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村峯岩戸503番地

イ　氏名

大川　増恵

(45)ア　登記簿記載の住所

京都市下京区西七条東八反町31・32合番地

イ　氏名

片岡　智準

(46)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村大崎51番地

イ　氏名

尾崎　勝衛

(47)ア　登記簿記載の住所

吾川郡富岡村日浦685番地

イ　氏名

井上　源太郎

(48)ア　登記簿記載の住所

吾川郡大崎村大崎180番屋敷

イ　氏名

片岡　庄次郎

(49)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村寺村1470番地

イ　氏名

尾崎　清秀

(50)ア　登記簿記載の住所

吾川郡吾川村寺村1017番地

イ　氏名

岡林　勝太郎

(51)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡大崎村峯岩戸184番地

イ　氏名

　　　　井上　利広

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

吾川郡仁淀川町大板字タラシバ2704、字ユマキガ畝2705、

字横指場2703、字乙女ガ畝2692の 1 、2692の 2 、字黒森日出

ケ峠2715の 1 、2715の 3 、2715の 5 、2716の 1 、2716の 3 、

2716の 5 、2717の 1 、2717の 3 、2717の 5 、2718の 1 、2718

の 3 、2718の 5 、2719の 1 、2719の 2 、2719の 3 から2719の

5 まで、2720の 1 から2720の 3 まで、字山犬ケ佐古2694、

2696から2699まで、字獅々ケ佐古2708、字鹿ケ森2712、字

熟々谷2640の 1 、2640の 2 、2641の 1 、2641の 2 、2642の

1 、2642の 2 、2643の 1 、2643の 2 、2644から2646まで、

2647の 3 、2648の 3 、2649の 3 、2650の 3 、2651の 3 、2652

の 1 、2653の 1 、2655の 1 、2656の 1 、2657の 1 、2658の

1 、2659の 1 、2660の 1 、2660の 3 、字出向ヒ場2700、字出

合場2635の 1 から2635の 4 まで、2636の 1 から2637の 4 ま

で、字待合2672、2675、2676、2678から2684まで、2686、

2687、2689、字天狗ケ畝2690の 1 から2690の 3 まで、字天狗

ケ休場2691、字無毛ケ畝2661の 1 、2661の 2 、2663の 1 、

2663の 2 、2665の 1 、2665の 2 、2666の 1 、2666の 2 、2667

から2669まで、字目掛佐古2693、字揚ケ場2639の 1 から2639

の 7 まで、2639の10から2639の15まで、字立リ巻2638の 1 、

2638の 3 から2638の 7 まで、2638の10から2638の14まで、

2638の16、峯岩戸字イラズ大道ノ上1535の 1 、1535の 3 、

1535の 4 、1536の 1 、1536の 3 、1536の 4 、1538の 1 、1538

の 3 、1538の 4 、1539の 1 、1539の 3 、1539の 4 、1540の

1 、1540の 3 、1540の 4 、1543の 1 、1543の 3 、1543の 4 、

1544の 1 、1544の 3 、1544の 4 、1545の 1 、1545の 3 、1546

の 1 、1546の 3 、1546の 4 、字カゲ1638の 1 、1638の 3 、

1638の 4 、字コトコ3917の 1 から3917の 5 まで、3917の10、

3917の11、字コトコノモリ3900の 1 、3900の 2 、3901の 1 、

3901の 2 、3904の 1 、3904の 2 、3905の 1 、3905の 2 、3906

から3911まで、字コトコ谷ノ南1493から1498まで、1500、

1501、1503、1505から1512まで、字ススガ峠3923の 1 から

3923の 3 まで、字セイモト1795から1798まで、1799の 1 、

1799の 2 、1800の 1 、1800の 2 、1801の 1 、1801の 2 、

1802、1803、1804の 1 、1804の 2 、1805から1808まで、1809

の 1 、1809の 2 、1810、字ヌタ3913の 1 から3913の 6 まで、

3913の 8 、3913の 9 、3913の11から3913の29まで、字ハメ石

1651の 1 、1651の 3 、1651の 5 、1652の 1 、1652の 3 、1652

の 5 、1653の 1 、1653の 3 、1653の 5 、1654の 1 、1654の

3 、1654の 5 、1655の 1 、1655の 3 、1655の 5 、1656の 1 、

1656の 3 、1656の 5 、1657の 1 、1657の 3 、1657の 5 、1657

の 7 、1658の 1 、1658の 3 、1658の 5 、1658の 7 、1659の

1 、1659の 3 、1659の 5 、1659の 7 、1660の 1 、1660の 3 、

1660の 5 、1660の 7 、1661の 1 、1661の 3 、1661の 5 、1661

の 7 、1664の 1 、1664の 3 、1664の 5 、1664の 7 、1665の

1 、1665の 3 、1665の 6 、1668の 1 、1668の 4 、1669の 1 、

1669の 4 、1670の 1 、1670の 4 、1671の 1 、1671の 4 、1672

の 1 、1672の 4 、1673の 1 、1673の 3 、1673の 7 、1674の

1 、1674の 3 、1674の 5 、1675の 1 、1675の 3 、1675の 5 、

1676の 1 、1676の 3 、1676の 5 、1677の 1 、1677の 3 、1677

の 5 、字モミギ畝1439の 1 、1439の 3 、1439の 4 、1440の

1 、1440の 3 、1440の 4 、1441の 1 、1441の 3 、1441の 5 、

1442の 1 、1442の 3 、1442の 5 、1443の 1 、1443の 3 、1443

の 5 、1443の 6 、1444の 1 、1444の 3 、1444の 5 、1444の

6 、1445の 1 、1445の 3 、1445の 5 、1445の 6 、1448の 1 、

1448の 3 、1448の 5 、1448の 6 、1449の 1 、1449の 3 、1449

の 5 、1449の 6 、1450の 1 、1450の 3 、1450の 5 、1450の

6 、字ヲコリ岩道ノ上1525の 1 、1525の 3 、1525の 4 、1526

の 1 、1526の 3 、1526の 4 、1527の 1 、1527の 3 、1527の

4 、1528の 1 、1528の 3 、1528の 4 、1529の 1 、1529の 3 、

1529の 4 、1530の 1 、1530の 3 、1530の 4 、1532の 1 、1532

の 3 から1532の 5 まで、字安明寺3916の 1 から3916の50ま

で、字安明寺ダバ3920の 1 から3920の27まで、字井ラズノ上

1547の 1 、1547の 3 、1547の 4 、1548の 1 、1548の 3 、1548

の 5 、1549の 1 、1549の 3 、1549の 5 、1551の 1 、1551の

3 、1551の 5 、字下タクボ1566の 1 から1566の 3 まで、字笠

松1513の 1 、1513の 3 、1513の 5 、1514の 1 、1514の 3 、

1514の 5 、1515の 1 、1515の 3 、1515の 5 、1516の 1 、1516

の 3 、1516の 5 、1517の 1 、1517の 3 、1517の 5 、1518の

1 、1518の 3 、1518の 5 、1519の 1 、1519の 3 、1519の 5 、

1520の 1 、1520の 3 、1520の 5 、1521の 1 、1521の 3 、1521

の 5 、1522の 1 、1522の 3 、1522の 5 、1523の 1 、1523の

3 、1524の 1 、字呼石1580の 1 から1580の 3 まで、字黒森瀧

ノ下タ1712の 1 、1712の 3 、1712の 5 、1713の 1 、1713の

3 、1713の 5 、1715の 1 、1715の 3 、1716の 1 、1716の 3 、

1717の 1 、1717の 3 、1718の 1 から1718の 3 まで、字黒森龍

ノ下タ1720、1721の 1 、1721の 2 、1722から1728まで、

1731、1732、1735から1737まで、字山ベリノ北大道ノ上1461

の 1 、1461の 2 、1461の 4 、1461の 6 、1467の 1 、1467の

3 、1468の 1 、1468の 3 、1469の 1 、1469の 3 、1470の 1 、

1470の 3 、1472の 1 、1473から1482まで、1485から1487ま

で、1488の 1 、1488の 2 、1489の 1 、1489の 2 、1490の 1 、

1490の 2 、1491の 1 、1491の 2 、1492、字山ベリ畝1451の 1

から1451の 4 まで、1452の 1 、1452の 2 、1455の 1 、1455の

2 、1456の 1 、1456の 2 、1458の 1 、1458の 2 、字上久保

1626、字大タヲ1595の 1 、1595の 2、1598の 1 、1598の 2 、

1599の 1 、1599の 2 、1602の 1 、1602の 2 、1603の 1 から

1603の 3 まで、1611の 1 から1611の 3 まで、1612の 1 から

1612の 3 まで、1614の 1 から1614の 3 まで、1615の 1 から

1615の 3 まで、1625、字大豆地3914の 1 から3914の 6 まで、

3914の 8 から3914の13まで、3914の15、3914の17から3914の

20まで、字茶ウス石3915の 1 、3915の 2 、3915の 4 、3915の



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
8
0
8
号

令
和

8
年

1
月
3
0
日
（
金
曜
日
）
　

55

5 、3915の 7 、3915の 9 から3915の14まで、3915の16から

3915の27まで、字茶ヱン堂1740の 1 、1740の 3 、1743、1745

から1748まで、1749の 1 、1750の 1 、1750の 3 、1751の 1 、

1751の 3 、1751の 4 、1752の 1 、1752の 2 、1753の 2 、1754

から1756まで、1757の 1 から1757の 3 まで、1758から1760ま

で、字茶園堂ノ東1761、1764、1766、1767の 1 、1767の 2 、

1770の 1 、1770の 2 、1772の 1 、1772の 3 、1774の 1 、1775

から1777まで、1779、1780、1781の 1 、1782の 1 、1782の

3 、1783の 1 、1783の 3 、1783の 4 、1784の 1 、1784の 3 、

1784の 4 、1785の 1 、1785の 3 、1785の 4 、1786の 1 、

1787、1789、1790、1794、字豆腐石1691から1709まで、

1711、字立道ノ西1552から1557まで、1558の 1 、1559の 1 、

1559の 3 、1560の 1 、1560の 3 、1561、1562の 1 、1562の

3 、1563の 1 、1563の 3 、1564の 1 、1564の 3

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第51号

令和 7年11月農林水産省告示第1726号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を四万十市役所に掲示するとと

もに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村常六340番イ号地

イ　氏名

友永　重子

( 2 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村常六18番屋敷

イ　氏名

敷地　庄太郎

( 3 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村常六467番 2 号地

イ　氏名

友永　茂吉

( 4 )ア　登記簿記載の住所

中村市具同1996番地32

イ　氏名

田辺　国仲

( 5 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村常六349番地

イ　氏名

益岡　政治

( 6 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村常六20番屋敷

イ　氏名

益岡　喜代次

( 7 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村常六21番屋敷

イ　氏名

友永　長藏

( 8 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村常六10番下 1番屋敷

イ　氏名

田辺　竹次郎

( 9 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村片魚

イ　氏名

秋森　良道

(10)ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村片魚793番地

イ　氏名

宮崎　伝

(11)ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村片魚44番屋敷

イ　氏名

真屋　正三

(12)ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村片魚776番地

イ　氏名

真屋　亀太郎

(13)ア　登記簿記載の住所

高知市東湊泉寺515番地26

イ　氏名

東　好男

(14)ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村片魚57番屋敷

イ　氏名

岡　作次郎

(15)ア　登記簿記載の住所

住所なし

イ　氏名

幡多郡富山村片魚

(16)ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村片魚705番地

イ　氏名

岡　利治

(17)ア　登記簿記載の住所

中村市片魚700番地

イ　氏名

敷地　正明

(18)ア　登記簿記載の住所

幡多郡富山村片魚65番屋敷

イ　氏名

敷地　弘次

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

四万十市常六字ゴゼバイ791の 1 、791の 3 、791の 4 、791

の 7 から791の16まで、791の24、791の26、791の27、791の

29、791の30、791の33、791の46、791の52、791の55から791

の58まで、字マキマツ790の 1 、790の 2 、790の 6 、790の13

から790の15まで、790の22から790の33まで、790の35、字山

ノ谷770の 1 、770の 3 、字千地下風768、字片魚サルバシリ

1645の 2 から1645の 4 まで、1645の 6 、1645の 7 、1645の10

から1645の18まで、字ニホンマツ1666の 1 から1666の26ま

で、1667、字ヲヲギノ577から582まで、1638の 1 から1638の

21まで、字杓子森山1669の 1 から1669の 4 まで、1669の 5 ・

1669の 6 （以上 2 筆国有林）、字大森山686、688から692ま

で、1647の 1 、1647の 6 、1647の 8 、1647の 9 、1647の11か

ら1647の15まで、1647の19・1647の20（以上 2筆国有林）

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第52号

令和 7年 7月農林水産省告示第1727号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を四万十市役所に掲示するとと

もに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間119番地

イ　氏名

竹内　勇

( 2 )ア　登記簿記載の住所

中村市中村1313番地13
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イ　氏名

竹内　克演

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

四万十市西土佐口屋内字下表山964の 1 から964の11まで、

966、967の 3 、967の 4 、967の 7 、字上ミ利助912の 5 から

912の 8 まで、912の16、912の25、912の27から912の33まで

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第53号

　国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 7年12月26日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

　　令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（航空レーザ測量）

2　作業期間

　　令和 8年 1月 5日から同年 5月31日まで

3　作業地域

　　長岡郡大豊町小川から馬瀬まで

高知県告示第54号

　高知県農業振興部安芸農業振興センター所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 8年 1月 5日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

　　令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（基準点測量、数値地形図データ作成、路線測量）

2　作業期間

　　令和 7年12月25日から令和 8年 3月17日まで

3　作業地域

　　安芸市穴内乙地区

高知県告示第55号

　高知県農業振興部安芸農業振興センター所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 8年 1月 7日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

　　令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（基準点測量、現地測量、路線測量、用地測量）

2　作業期間

　　令和 8年 1月 5日から同年 2月28日まで

3　作業地域

　　安芸郡奈半利町乙

高知県告示第56号

　国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 8年 1月13日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

　　令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（用地測量）

2　作業期間

　　令和 7年12月23日から令和 8年 7月31日まで

3　作業地域

　　安芸郡安田町東島地内

高知県告示第57号

　国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 8年 1月13日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

　　令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（用地測量）

2　作業期間

　　令和 7年12月27日から令和 8年 7月31日まで

3　作業地域

　　安芸郡安田町東島地内

高知県告示第58号

　国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所長から次のとお

り公共測量を実施する旨の通知を令和 8 年 1 月15日に受けたの

で、測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同

法第14条第 3項の規定により告示する。

　　令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（ＵＡＶレーザ測量）

2　作業期間

　　令和 8年 1月19日から同年 3月31日まで

3　作業地域

　　土佐郡土佐町地蔵寺地区

高知県告示第59号

国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長から令和 7年

4 月高知県告示第337号（公共測量の実施の通知）で告示した公

共測量が令和 7年12月26日に終わった旨の通知があったので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第60号

高知県農業振興部安芸農業振興センター所長から令和 7年 5月

高知県告示第374号（公共測量の実施の通知）で告示した公共測

量が令和 7年12月15日に終わった旨の通知があったので、測量法

（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第

3項の規定により告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第61号

高知県土木部高知土木事務所長から令和 7年10月高知県告示第

601号（公共測量の実施の通知）で告示した公共測量が令和 8 年

1月13日に終わった旨の通知があったので、測量法（昭和24年法

律第188号）第39条において準用する同法第14条第 3 項の規定に

より告示する。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、新居土地改良区から次のとおり退任し、及び就任した役員の

届出があった。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　中内　浩順　土佐市新居269番地の 3

〃　　　瀧本　慶 　〃　　〃　2202番地

〃　　　坂本健一郎　〃　　〃　2364番地

〃　　　市木　　司　〃　　〃　992番地

〃　　　中山　高光　〃　　〃　135番地 5

〃　　　田村　浩三　〃　　〃　601番地の 1

監事　　森岡　和彦　〃　　〃　513番地

〃　　　松岡　洋一　〃　　〃　230番地の 2

（就任）

理事　　中内　浩順　土佐市新居269番地の 3

〃　　　瀧本　慶 　〃　　〃　2202番地
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〃　　　市木　　司　〃　　〃　992番地

〃　　　森田早百合　〃　　〃　170番地の12

〃　　　中内　和秀　〃　　〃　5293番地

〃　　　森田　将之　〃　　〃　687番地の 1

監事　　森岡　和彦　〃　　〃　513番地

〃　　　明神　宏行　〃　　〃　218番地 1

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、四万十市利岡土地改良区から次のとおり退任し、及び就任し

た役員の届出があった。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　下岡　熊彦　四万十市利岡1046番地

〃　　　林　　哲雄　〃　　　〃　201番地

〃　　　地曳　克介　〃　　　〃　715番地

〃　　　渡辺　昌彦　〃　　　〃　1139番地

〃　　　渡邉　蒔子　〃　　　〃　1067番地

〃　　　尾﨑　眞記　〃　　　〃　766番地

〃　　　垣内　秀木　〃　　　〃　763番地

監事　　下西　良和　〃　　　〃　738番地

〃　　　渡邊　　準　〃　　　〃　1211番地

〃　　　岡澤　弘之　〃　　　〃　174番地 4

（就任）

理事　　下岡　熊彦　四万十市利岡1046番地

〃　　　林　　哲雄　〃　　　〃　201番地

〃　　　地曳　克介　〃　　　〃　715番地

〃　　　渡辺　昌彦　〃　　　〃　1139番地

〃　　　渡邉　蒔子　〃　　　〃　1067番地

〃　　　尾﨑　眞記　〃　　　〃　766番地

〃　　　垣内　秀木　〃　　　〃　763番地

監事　　下西　良和　〃　　　〃　738番地

〃　　　渡邊　　準　〃　　　〃　1211番地

〃　　　岡澤　弘之　〃　　　〃　174番地 4

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第 2 項において準

用する同法第20条第 1項の規定により南国市から都市計画の変更

の図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第 2項において準

用する同法第20条第 2項の規定により次のとおり当該図書の写し

を公衆の縦覧に供する。

　　令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　都市計画の種類

　　高知広域都市計画（南国市領石産業団地地区計画）

2　縦覧場所

　　高知県土木部都市計画課及び南国市役所

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第 2 項において準

用する同法第20条第 1項の規定により南国市から都市計画の変更

の図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第 2項において準

用する同法第20条第 2項の規定により次のとおり当該図書の写し

を公衆の縦覧に供する。

　　令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　都市計画の種類

　　高知広域都市計画（南国市伊達野産業団地地区計画）

2　縦覧場所

　　高知県土木部都市計画課及び南国市役所

宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第69条第 1 項及び

同条第 2 項において準用する同法第16条の15第 5 項の規定によ

り、次のとおり公開により聴聞を行う。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　聴聞の期日

令和 8年 2月 9日（月）午前10時30分

2 　聴聞の場所

高知市丸ノ内一丁目 2番20号　高知県庁本庁舎　 7階会議室

3　聴聞を受ける者

( 1 )　商号又は名称

株式会社ライフラインサービス

( 2 )　代表者の氏名

山崎　貴修

( 3 )　主たる事務所の所在地

高知市愛宕町三丁目 9番24号

( 4 )　免許証番号

高知県知事（ 3）第2833号

( 5 )　免許年月日

令和 7年 5月19日

建築士法（昭和25年法律第202号）第 9 条第 1 項の規定によ

り、建築士の免許を次のとおり取り消した。

令和 8年 1月30日

高知県知事　濵田　省司

1　取消し年月日

令和 8年 1月30日

2 　取消しを受けた建築士の氏名、その者の二級建築士又は木造

建築士の別及びその者の登録番号

　　松坂　広茂

　　二級建築士

　　高知県知事登録第1964号

3 　取消しの理由

建築士法第 8条の 2第 1号の規定による届出があり、このこ

とは、同法第 9条第 1項第 2号の規定に該当する。

教 育 委 員 会 規 則

高知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

令和 8年 1月30日

高知県教育長　今城　純子

高知県教育委員会規則第 1号

高知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する

規則の一部を改正する規則

高知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

（平成18年高知県教育委員会規則第 6号）の一部を次のように改

正する。

第 8条第 1項第 5号を同項第 6号とし、同項第 4号の次に次の

1号を加える

( 5 )　学校における公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号）第 7条第 1項

に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。

附　則

この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

令和 8年 1月30日

高知県公営企業局長　澤田　昌宏

1　入札に付する事項

( 1 )　購入物品の名称及び数量

放射線治療装置　一式

( 2 )　購入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　購入物品の納入期限

令和 9年 1月31日

( 4 )　購入物品の納入場所
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宿毛市山奈町芳奈 3番地 1

高知県立幡多けんみん病院

( 5 )　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に 1

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　令和 6年度から令和 8年度までに高知県公営企業局が

発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入

札又は指名競争入札の参加者の資格（令和 6年 1月高知県

公営企業局告示第 1 号。以下「公営企業局告示」とい

う。）に基づき、高知県における「令和 6年度～令和 8年

度競争入札参加資格者登録名簿（物品購入等関係）」に登

載されている者であること。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律（昭和35年法律第145号）第39条第 1 項の

規定により高度管理医療機器等の販売業の許可を受けてい

る者であること。

( 5 )　 4 の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和 6

年度から令和 8年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（令和 5 年 9 月高知県告示第638号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていない者であること

又は告示第 1の 2の( 9 )に該当しない者であること。

( 6 )　( 1 )から( 5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－0850

高知市丸ノ内一丁目 7番52号

高知県公営企業局県立病院課

電話番号088－821－4634

( 2 )　入札説明書の交付方法

ア　手渡しによる交付の場合

令和 8 年 1 月30日（金）から同年 2 月24日（火）まで

（日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）第 3 条に規定する休日を除く。）の午

前 9時から午後 5時まで（午後零時から午後 1時までの間

を除く。）の間に( 1 )の交付場所で交付する。

イ　ダウンロードによる交付の場合

令和 8年 1月30日午前 9時から同年 2月24日午後 5時ま

での間に高知県公営企業局県立病院課のホームページ

（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610000/

610101/）で交付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

令和 8年 3月25日（水）午後 1時30分

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和 8年

3月24日（火）午後 5時までに( 1 )の入札説明書の交付場

所に必着すること。

イ　場所

高知市本町五丁目 2番17号　高知本町ビル 5階　会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県公営企業局契約規程（昭和41年高知県企業局管理規

程第 5号。以下「契約規程」という。）第 6条、第22条及び

第23条の規定による。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和 8

年 2月24日午後 5時までに 3の( 1 )の入札説明書の交付場所

に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確

認を受けなければならない。また、開札の日までの間におい

て、高知県公営企業局長から当該書類に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他契約規程第12条各号のいずれかに該当する入札は、無効と

する。

( 5 )　落札者の決定方法

契約規程第 9条の規定により決定された予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落

札者とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結す

る日までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の

規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1

の 2の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しな

いものとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、公営企業局告示に基

づき、高知県知事が定める申請書に必要書類を添えて、高知

県会計管理局総務事務センターに提出すること。ただし、令

和 8年 2月19日（木）午後 5時までに申請を行わなかったと

きは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。ま

た、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があ

るときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない

ことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the products to be 

procured: Radiation therapy system 1 set

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Tuesday 24 

February 2026

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 1:30 P.M. on 

Wednesday 25 March 2026

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive at the division noted in (5) by 5:00 P.M. on 

Tuesday 24 March 2026

( 5 )　Contact: Prefectural Hospital Division, Public 

Enterprise Bureau, Kochi Prefectural Government 1-7-52

Marunouchi, Kochi City, Kochi 780-0850 Japan

Tel: 088-821-4634

( 6 )　Others: As in the tender documentation

そ の 他
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令和 7 年11月 9 日に実施した令和 7年度行政書士試験の合格者

は、次のとおりである。

令和 8年 1月30日

一般財団法人行政書士試験研究センター理事長　望月　達史

受験番号

 7  7  1  0  0  0  7 

 7  7  1  0  0  1  1 

 7  7  1  0  0  1  9 

 7  7  1  0  0  2  2 

 7  7  1  0  0  2  3 

 7  7  1  0  0  2  4 

 7  7  1  0  0  2  5 

 7  7  1  0  0  2  6 

 7  7  1  0  0  3  6 

 7  7  1  0  0  3  7 

 7  7  1  0  0  4  0 

 7  7  1  0  0  4  8 

 7  7  1  0  0  5  2 

 7  7  1  0  0  5  9 

 7  7  1  0  0  6  2 

 7  7  1  0  0  7  4 

 7  7  1  0  0  8  1 

 7  7  1  0  0  8  4 

 7  7  1  0  0  8  5 

 7  7  1  0  0  9  0 

 7  7  1  0  1  1  7 

 7  7  1  0  1  3  1 

 7  7  1  0  1  4  3 

 7  7  1  0  1  4  9 

 7  7  1  0  1  7  3 

 7  7  1  0  1  8  2 



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
8
0
8
号

令
和

8
年

1
月
3
0
日
（
金
曜
日
）
　

1
0

正 誤

1
0

正正 誤誤

公報日付 公報番号 種類 ページ
欄

行
正 誤

令７・ ・４ ◎告

示

２ 中

～ １ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

２ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

３ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

４ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

５ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

６ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

７ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

８ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

９ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

１ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

２ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

３ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

４ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

５ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

６ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

７ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

８ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

９ 北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

北緯 度 分 秒 東経 度 分 秒

正 誤

◎正誤（令７・ ・４付け 告示）
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